
亀山市告示第１８８号 

亀山市避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

令和３年１０月２７日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱（平成２９年亀山市告示第１１６

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改正後 改正前 

（名簿の利用及び提供） 

第４条 市長は、災害の発生に備え、次に掲

げる避難支援等（法第４９条の１０第１項 

に規定する避難支援等をいう。以下同じ。）

の実施に携わる関係者（以下「避難支援者」

という。）に対し、本人の同意が得られた

場合に限り、名簿情報を提供するものとす

る。 

（名簿の利用及び提供） 

第４条 市長は、災害の発生に備え、法第４

９条の１１第２項の規定により、次に掲げ

る避難支援等（法第４９条の１０第１項に

規定する避難支援等をいう。以下同じ。） 

の実施に携わる関係者（以下「避難支援者」

という。）に対し、本人の同意が得られた

場合に限り、名簿情報を提供するものとす

る。 

（１）法第４９条の１１第２項の規定により

名簿情報を提供する者 

（２）法第４９条の７第１項の規定により指

定する指定避難所の代表者 

（３）児童福祉法第（昭和２２年法律第１６

４）１６条第３項の規定により指名され

た主任児童委員 

（１）法第４９条の７第１項の規定により指

定する指定避難所の代表者 

（２）自主防災組織の代表者又は自治会長 

（３）民生委員法（昭和２３年法律第１９８

号）第５条の規定により委嘱された民生

委員 

（４）社会福祉法人亀山市社会福祉協議会長



（４）亀山市地域まちづくり協議会条例（平

成２８年亀山市条例第５号）に基づく地

域まちづくり協議会 

（５）自治会 

 

から委嘱された福祉委員 

（５）亀山市地域まちづくり協議会条例（平

成２８年亀山市条例第５号）に基づく地

域まちづくり協議会の代表者 

（６）社会福祉法人亀山市社会福祉協議会 

（７）亀山警察署 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 第１項の規定により名簿情報の提供を受

けた避難支援者（以下「名簿情報利用者」

という。）は、当該名簿情報を次の各号に

掲げることに利用することができる。 

４ 第１項の規定により名簿情報の提供を受

けた避難支援者（以下「名簿情報利用者」

という。）は、当該名簿情報を次の各号に

掲げることに利用することができる。 

（１）（略） 

（２）避難支援に関する個別避難計画の作成

及び整備に関すること。 

（３）（略） 

（１）（略） 

（２）避難支援に関する個別計画の作成及び

整備に関すること。 

（３）（略） 

５ （略） ５ （略） 

別記様式を次のように改める。 

 



別記様式（第２条関係）  

 

避難行動要支援者名簿登録申請書  

 年   月   日  

 亀山市長 様  

              申請者 住所                    

                  氏名          

                  ※ 署 名 し な い 場 合 は 、 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  

  私は、亀山市避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱第２条第２項

の規定により、次のとおり登録を申請します。  

【名簿に登録する者】 

フリガナ  性  別 生  年  月  日 

氏  名 
   

住所又は 

居  所 
亀山市 

電 話 番 号  
 

緊 急 連 絡 先  
 

避難支援等を必要とする事由 

                            

 

自治会加入 

の有無 
加入 ・未加入 

自治会名 
(加入の場合 )  

       自治会 

地域まちづく

り協議会 

協議会 

 

指定避難所 
 

 

担当地区 

民生委員 

   

           

 

＊申請者が、名簿に登録する者以外の者である場合は、次の代理人選任届

（委任状）が必要となります。  

 

代理人選任届（委任状）  

   年   月   日  

  亀山市長 様  

  私は、申請者に本申請の権限を委任します。  

         住所  

         氏名             

※ 署 名 し な い 場 合 は 、 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  



附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

 


